
 

   



 

 



























 

 



















 



 



























 







 

 

 

 

 

住民説明会やパブリックコメントでいただいた質問 

 

Q: なぜこの時期の検討になったのか？ 
 

A: 現在、元野幌のセンター調理場と対雁調理場の２場体制により運営しており、センター調理場は調

理能力が 8000 食あります。当初の予定では児童生徒数の減少に伴い、１場に集約する方針もありま

したが、児童生徒数が横ばいで推移している現状にあり、２場体制のまま今に至る状況であります。 

施設が築５０年を超え、対策を考える必要があり、昨年度在り方検討委員会を設置し、検討を進めて

まいりました。 

 

Q: 民間委託した場合でも、地場産野菜の使用率は維持できますか？ 
 

A: 江別市の地場産野菜の使用率は、例年４０％程度で推移しており、市の学校給食の強みであると

捉えています。この点は損なわれることがないように、今後作成する業者選定に向けた要求水準書の

中に、地場産野菜の活用について盛り込み、高い水準の使用率を維持していきます。 

民設民営方式を導入した場合においても、現在の食材調達と同様に、食材の産地については、第１に

江別産、第２に道内産、第３に国内産と選定基準等を設けながら進める等、今後も高い水準で地場産品

を活用できる取り組みを進めます。 

  また、地場産野菜を納品しやすくするため、民間事業者の給食施設は市内に設置することとします。 

 

Q: 民間事業者の調理や運営に対し、行政の目は行き届きますか？ 

給食の質が下がるのでは？ 
 

A: 民間事業者へ丸投げすることはありません。栄養教諭、栄養士が、献立を作成し、毎日調理場へ赴

き、チェックできる体制を整えます。 

調理委託した場合、調理員一人一人への直接的な指導はできませんが、民間事業者の調理現場の責

任者と綿密に協議・指示を行うことで、衛生管理基準などの各種基準に沿った、調理・運営が守られる

ようにします。調理委託を実施している他市町村への視察では、調理責任者への指示、協議により調理

を行っていることを確認しており、直営体制と同様な流れで指示、協議を行い、給食提供していけるも

のと考えております。 

 

Q: 栄養教諭の配置数が減少（現状５名→３名が想定される）したらどうするの？ 
 

A: 栄養教諭は、北海道の費用負担により、配置基準に基づいて、各自治体へ配置されています。 

民設民営方式を導入する場合以外にも、施設を統合した場合や児童生徒数が減少していった場合に

も配置基準に基づき配置数の減少が起きてしまいます。  

いずれにしましても、栄養教諭の配置数が減少した場合には、食育を今まで以上に推進する取り組
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みを示すことで栄養教諭が追加配置されるよう北海道教育委員会と協議しています。 

また、市の費用負担による栄養教諭等の採用等により必要な人数を確保します。 

 

Q: 民間委託することのメリットは何ですか？ 
 

A: 民間導入により、民間ならではの柔軟な募集要件、様々な広告媒体による広範囲な募集手法、複

数の施設を有している場合には、施設間での人材の融通もでき、これら組み合わせることで、安定した

調理員の確保、調理体制の構築を進めていくことができます。 

その他、民間ノウハウを生かすことで、サービスの向上、災害時のリスク分散、官民連携による食育の

推進、財政負担の軽減などより考慮された運営ができ、付帯事業（配食サービス等）の展開により、住

民サービスの向上・新たな雇用の創出・学校の長期休業期間中の施設の有効活用等が期待できます。 

 

Q: 民間事業者がしっかり給食提供してくれるか心配です。 
 

A: 民間事業者へ丸投げすることなく、市の責任において、栄養教諭、栄養士が献立を作成します。 

民間事業者に委託した場合でも、学校給食法、衛生管理基準、摂取基準などの各種基準を順守する

ことを、次年度以降作成する要求水準書に盛り込むことで、質の担保や衛生管理を守り、安全で安心な

給食を提供してまいります。 

在り方検討委員会の委員の皆様にも、直営と調理委託で「給食の質」「衛生管理」に差は生じないこと

を確認いただいており、また、他市町村へ視察等を行う中で、民間委託を実施している自治体から、質

の担保や衛生管理が守られていることを確認してまいりましたが、これまでと異なる給食提供手法に

なるため、児童生徒等へのアンケートや民間事業者へのモニタリング等を通して、導入効果について検

証していく必要があると考えています。  

学識経験者等を交えた第三者による検証委員会等において、事業評価を行ってまいります。 

 

Q: 民間事業者が撤退するリスクはないの？ 
 

A: 倒産リスクについては、調理委託を導入している他の自治体での対応と同様に、事業継続が困難

になった場合には、契約を解除し市に建物を譲渡する、また、給食提供は停止することのないよう調理

部門についても他事業者へ事業継承することを義務化するなど、契約条件に盛り込んでまいります。 

 

Q: 給食無償化の話もあるが、民間委託しても影響ないの？ 
 

A:  いわゆる給食無償化に関しましては、「抜本的な負担軽減」という呼称で、国から情報が示されて

います。詳細な情報がない部分もありますが、令和８年度からの実施に向けて準備を進めています。 

 負担軽減策に係る国からの補助が受けるためには、「学校給食」である必要があるため、民間委託し

た場合においても、市の責任において栄養教諭等による献立作成を実施し、今後も「学校給食」として

提供してまいります。 


